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要 旨 
 

＜概要＞ 

 貨物船はやとは、船長ほか４人が乗り組み南南西進中、また、遊漁船第五不動
ふ ど う

丸は、

船長ほか１人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ北進中、令和２年１１月２８日０５時

２２分ごろ、茨城県鹿島港において両船が衝突した。 

 第五不動丸は、釣り客１人が死亡し、船長及び７人の釣り客が負傷したほか、右舷

中央部の破口等を生じ、はやとは、球状船首先端部に擦過傷を生じた。 

 

＜原因＞ 

本事故は、夜間、鹿島港口付近において、はやとが鹿島港北海浜前面海域の錨地に

向けて南南西進中、第五不動丸が大洗町沖の釣り場に向けて北進中、はやとの船長が、

第五不動丸がはやとの進路を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、

第五不動丸の船長が、はやとが鹿島水路に向けて南下して第五不動丸の右舷方を通過

すると思い、同釣り場に向かう際の針路目標としていた鹿島港第２号灯浮標付近に向

かう針路とすることに意識を向けて航行を続けたため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

はやとの船長が、第五不動丸がはやとの進路を避けると思い、同じ針路及び速力で

航行を続けたのは、これまでの経験及び港則法では特定港において小型船舶がそれ以

外の船舶の進路を避航するという認識から、港内では接近する小型船舶が自船の進路

を避けてくれると思っていたことによるものと考えられる。 

第五不動丸の船長が、はやとが鹿島水路に向けて南下して第五不動丸の右舷方を通

過すると思ったのは、これまで鹿島港北海浜前面海域に向かう貨物船をあまり見たこ

とがなかったこと及び自船が鹿島水路の左側（西側）にいると認識していたことによ

るものと考えられる。 

第五不動丸の船長が、鹿島港第２号灯浮標付近に向かう針路とすることとしたのは、

遊漁船の船長としての経験及び夜間航行の経験が少なく、追尾できれば安心だと思っ

ていた同じ運航者の僚船がレーダーレンジの範囲外となって映像が確認できなくなっ

たこと及び操船訓練時に大洗町沖の釣り場に向かう際の針路目標として僚船船長から

教えられていたことによるものと考えられる。 

第五不動丸の船長が、はやとが接近している状況に気付かず、その後、至近に接近

するまではやとに気付かなかったのは、遊漁船の船長としての経験及び夜間航行の経

験が少ない中、出港前に不慣れな作業及び第五不動丸を遊漁船として使用する準備が

重なって時間的余裕がなくなり、ふだんは行っているＡＩＳ情報による他船の動向の

確認等を行うことができず、また、操船及び機器の操作に不慣れな第五不動丸を操縦



することから、不安及び焦りを感じ、気持ちに余裕がない状態で操船していたことが

関与した可能性があると考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船はやとは、船長ほか４人が乗り組み南南西進中、また、遊漁船第五不動
ふ ど う

丸は、

船長ほか１人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ北進中、令和２年１１月２８日０５時

２２分ごろ、茨城県鹿島港において両船が衝突した。 

 第五不動丸は、釣り客１人が死亡し、船長及び７人の釣り客が負傷したほか、右舷

中央部の破口等を生じ、はやとは、球状船首先端部に擦過傷を生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、令和２年１１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか３人の船舶事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

令和２年１１月２８日、３０日、１２月９日、１５日、令和３年４月６日、７月

７日、１０月１日 口述聴取 

令和２年１１月２９日、１２月１０日 現場調査及び口述聴取 

令和２年１２月１日 現場調査 

令和２年１２月２日、９日、１０日、令和３年２月５日、６日、９日、１７日、

１８日、２４日、３月２日、３日、４日、５日、９日、２４日、３０日、４月５日、

２３日、２６日、５月２８日、６月１０日、７月８日、９日、８月３０日、１０月

４日、１８日、１１月８日 回答書受領 

令和３年１月２９日、２月１９日、３月１６日 口述聴取及び回答書受領 

 

1.2.3 経過報告 

令和３年１１月１８日、その時点までの事実調査結果に基づき、国土交通大臣に

対して経過報告を行い、公表した。 

 

1.2.4 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 
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２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航の経過 

‘民間情報会社が受信した船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1の情報記録’（以下

「ＡＩＳ記録」という。）によれば、貨物船はやと（以下「Ａ船」という。）の令和

２年１１月２８日０５時１８分０３秒～０５時２３分１４秒の間における運航の経

過は、表１のとおりであった。 

なお、船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアン

テナの位置情報は、船首から約６６.７ｍ、船尾から約９.５ｍ、左舷から約７.８

ｍ、右舷から約４.２ｍであった。また、対地針路及び船首方位は真方位（以下同

じ。）である。 

 

表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力 

 (ﾉｯﾄ(kn)) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

05:18:03 35-58-12.3 140-42-50.2 255.9 238 6.0 

05:18:10 35-58-11.9 140-42-49.6 251.1 235 5.9 

05:18:13 35-58-11.8 140-42-49.3 248.4 234 5.9 

05:18:16 35-58-11.5 140-42-48.9 244.5 234 5.8 

05:18:20 35-58-11.2 140-42-48.5 241.5 233 5.9 

05:18:23 35-58-11.0 140-42-48.2 239.4 233 5.9 

05:18:26 35-58-10.8 140-42-47.8 237.4 233 6.0 

05:18:29 35-58-10.5 140-42-47.6 235.4 233 5.9 

05:18:34 35-58-10.3 140-42-47.2 234.2 233 6.1 

05:18:36 35-58-10.0 140-42-46.9 233.4 234 6.1 

05:18:42 35-58-09.6 140-42-46.3 232.3 234 6.2 

05:18:54 35-58-09.0 140-42-45.0 235.1 228 6.4 

05:19:03 35-58-08.5 140-42-44.0 235.7 217 6.4 

05:19:10 35-58-08.0 140-42-43.3 232.4 211 6.4 

                         
*1 「船舶自動識別装置（ＡＩＳ:Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間、陸上局の航行援助施設等との

間で交換できる装置をいう。 
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05:19:13 35-58-07.7 140-42-43.1 229.9 209 6.3 

05:19:16 35-58-07.4 140-42-42.9 226.1 208 6.2 

05:19:20 35-58-07.1 140-42-42.7 222.1 207 6.1 

05:19:23 35-58-06.8 140-42-42.5 220.6 205 6.2 

05:19:27 35-58-06.5 140-42-42.4 217.4 203 6.1 

05:19:30 35-58-06.1 140-42-42.1 214.9 202 6.2 

05:19:34 35-58-05.7 140-42-42.0 210.9 202 6.1 

05:19:36 35-58-05.5 140-42-41.9 209.9 202 6.2 

05:19:40 35-58-05.2 140-42-41.8 207.1 202 6.2 

05:19:42 35-58-04.9 140-42-41.7 205.8 202 6.2 

05:19:46 35-58-04.5 140-42-41.6 203.7 203 6.2 

05:19:50 35-58-04.2 140-42-41.5 202.3 203 6.2 

05:19:54 35-58-03.6 140-42-41.2 202.1 204 6.4 

05:19:57 35-58-03.4 140-42-41.2 201.0 205 6.4 

05:20:03 35-58-02.6 140-42-40.8 200.6 205 6.5 

05:20:09 35-58-02.1 140-42-40.6 199.6 207 6.6 

05:20:13 35-58-01.7 140-42-40.3 201.3 208 6.6 

05:20:23 35-58-00.6 140-42-39.7 202.6 209 6.7 

05:20:34 35-57-59.5 140-42-38.9 205.5 209 6.9 

05:20:42 35-57-58.7 140-42-38.4 207.0 208 7.0 

05:20:54 35-57-57.4 140-42-37.5 207.4 206 7.1 

05:21:02 35-57-56.5 140-42-37.1 205.3 208 7.1 

05:21:13 35-57-55.4 140-42-36.3 205.4 210 7.2 

05:21:24 35-57-54.2 140-42-35.5 207.3 210 7.3 

05:21:34 35-57-53.1 140-42-34.8 206.4 211 7.3 

05:21:43 35-57-52.2 140-42-34.2 207.7 210 7.0 

05:21:54 35-57-51.5 140-42-33.7 207.2 208 5.9 

05:22:02 35-57-51.0 140-42-33.4 206.6 207 5.0 

05:22:13 35-57-50.6 140-42-33.2 205.7 207 4.2 

05:22:24 35-57-50.3 140-42-33.1 202.5 209 3.1 

05:22:34 35-57-50.2 140-42-33.2 195.5 210 1.8 

05:22:43 35-57-50.4 140-42-33.4 175.9 212 0.8 

05:22:54 35-57-50.5 140-42-33.6 108.7 213 0.5 
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05:23:02 35-57-50.6 140-42-33.7 088.4 214 0.5 

05:23:14 35-57-50.6 140-42-33.9 088.7 216 0.6 

 

2.1.2 Ａ船の船橋に設置されたライブカメラの映像 

  ‘Ａ船の船橋の右舷側前面上部に設置されたライブカメラの映像記録’（以下

「映像記録」という。）によれば、１１月２８日０５時１７分１７秒～０５時２１

分０６秒におけるＡ船の船首方の状況は、表２のとおりであった。 

  なお、表２は、Ａ船の運航の経過中、主要なものを静止画像として添付し、その

状況を記載している。 

  また、映像記録は、０５時２１分０７秒～２５分１２秒まで（４分６秒）の間が

欠損しており、Ａ船の映像記録装置保守業者の担当者によれば、次のとおりであっ

た。 

(1) ネットワークの機器又は通信状況の悪化の可能性が推測される。 

(2) 事故発生日時以外にも断続的な映像瞬断が繰り返されている状態が確認さ

れた。（当該カメラの録画状況から、本事故当日(１１月２８日)を含む１１

月２５日～２９日にも断続的な映像瞬断が繰り返し発生していた。） 

 

 

表２ 映像記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

航海士及び甲板長が入港配置

につくため船首部へ移動してい

る。（黄色○印の箇所） 

 船橋上部及び船首マストに設

置された作業灯が 05時 17 分ごろ

に点灯され、船橋から船首部が

明るい状況となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷船首方に２隻の小型船舶

の灯火が映っており、左側の小

型船舶はＡ船の左舷方を、右側

の小型船舶はＡ船の右舷方に向

けて航行している。（黄色○印、

点線矢印の箇所） 

 

 

① 

② 
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左舷船首方に２隻の小型船舶

の灯火が、船首方やや右舷側に

１隻の小型船舶の灯火が映って

おり、最も左側の小型船舶はＡ

船の左舷方を（黄色○印、点線

矢印の箇所）、船首方やや右舷側

の小型船舶はＡ船の右舷方（黄

色○印、点線矢印の箇所）に向

けて航行している。 

船首方やや左舷側の小型船舶

の灯火（赤色○印の箇所）が遊

漁船第五不動丸（以下「Ｂ船」

という。）である。 

 

Ａ船とＢ船が接近している。 

（赤色○印の箇所） 

 

Ａ船とＢ船が接近している。 

（赤色○印の箇所） 

③ 

④ 

⑤ 
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Ａ船とＢ船が接近している。 

（赤色○印の箇所） 

2.1.3 乗組員の口述等による運航の経過 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、Ａ船の乗組員４人、Ｂ船の船長（以下

「船長Ｂ」という。）及び中乗り（釣り客のサポーター、以下「中乗りＢ」という。）

の口述並びにＡ船の船舶所有者であるアキ・マリン株式会社（以下「Ａ社」とい

う。）、船長Ｂ、Ｂ船の運航者である株式会社鹿島豊栄丸（以下「Ｂ社」という。）、

Ｂ船の釣り客９人（以下「釣り客Ｂ２」～「釣り客Ｂ１０」という。）及び茨城県鹿

島港湾事務所の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、令和２年１１月２７日１５時２５分

ごろ鹿島港に向けて京浜港横浜区を出港した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、船長Ａは、２８日０５時００分ごろ航海当直

中の航海士（以下「航海士Ａ」という。）から鹿島港の鹿島港第１号灯浮標

と鹿島港第２号灯浮標（以下「２号ブイ」という。）の間の水域付近（以下

「鹿島港口」という。）まで３海里（Ｍ）との連絡を受け、自室から船橋に

向かい、航海士Ａと交代して単独で航海当直についた。 

船長Ａは、０５時０３分ごろポートラジオに対し、０５時１５分ごろ鹿島

港第１号灯浮標を通過し、鹿島港北海浜前面海域（以下「北海浜沖」とい

う。）に錨泊する予定であることなどを連絡した。 

船長Ａは、０５時１２分ごろ目視で鹿島港口から出港する多数の小型船舶

を認め、０５時１３分ごろ操舵を自動から手動に切り替え、約１０knの速力

（対地速力、以下同じ。）で航行を続けた。 

Ａ船は、鹿島港第１号灯浮標北東方付近に至り、北海浜沖に向けて左転し

ながら航行した。 

航海士Ａ及び甲板長（以下「甲板長Ａ」という。）は、０５時１７分ごろ

船首部に向かい、入港配置につき、船長Ａは、船橋上部及び船首マストに設

置された作業灯を点灯した。 

⑥ 
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船長Ａは、０５時１８分ごろ目視で左舷方に５隻の小型船舶（Ｂ船を含む、

「Ｃ船」、「Ｄ船」、「Ｅ船」、「Ｆ船」という。）の灯火を確認しながら約６kn

の速力で航行し、その後、そのうちの先行するＣ船及びＤ船が、Ａ船の右舷

方及び左舷方をそれぞれ通過するのを確認した。 

船長Ａは、これまで、港内で多数の小型船舶と行き会う際、接近する小型

船舶が自船を避けてくれていた経験が幾度もあり、港則法（昭和２３年法律

第１７４号）では特定港において小型船舶がそれ以外の船舶の進路を避航す

るという認識もあったので、今回も小型船舶が自船を避けて航行していくも

のと思っていた。 

船長Ａは、北海浜沖に向かう針路となった０５時１９分ごろ、引き続き目

視で船首方に残りのＢ船、Ｅ船及びＦ船の動向を確認し、やや右舷船首方の

Ｅ船がＡ船の右舷方に、左舷船首方のＢ船が右舷方に、Ｂ船の東側のＦ船が

Ａ船の左舷方にそれぞれ向け、Ｂ船以外のＥ船及びＦ船がＡ船を避けて航行

する様子が認められたので、Ｂ船に意識を向けた。 

船長Ａは、その後、Ｂ船が針路を変更せず、Ａ船に向かって近付いて来る

ので疑問を感じ、０５時１９分３０秒ごろＢ船に向けて探照灯の照射を始め、

０５時２０分ごろ汽笛を約２秒間吹鳴した。 

船長Ａは、０５時２１分ごろ船首部にいた航海士Ａからマイクで衝突する

旨の連絡を受け、Ａ船を全速力後進としたものの、Ａ船の船首部とＢ船の右

舷中央部が衝突した。 

（図１参照） 
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図１ 鹿島港（北側の状況） 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ、法定灯火を表

示し、１１月２８日０５時０５分ごろ茨城県大洗町沖の釣り場に向けて鹿島

港北海浜第１船だまり（以下「船だまり」については、冠称「鹿島港」を省

略する。）を出港した。 

Ｂ船は、船長Ｂがレーダーレンジを０.２５Ｍとし、北防波堤とその沖合

の鹿島港第６号灯浮標の間（以下「北防波堤沖の水路」という。）を通過す

るまでは低速で手動操舵により航行し、Ｂ船よりも後から出港した同じＢ社

運航の僚船（以下「僚船Ｂ１」という。）に追い越された。 

鹿島港口 

２号ブイ 

鹿島港第１号灯浮標 

北海浜第２船だまり 

北海浜沖 

鹿島水路 

南防波堤 

北防波堤 

鹿島港南防波堤灯台 

鹿島港第６号灯浮標 

北海浜第１船だまり 

外港船だまり 

茨城県 

千葉県 

Ａ船のＡＩＳ記録 
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Ｂ船は、北防波堤沖の水路を通過後、レーダーレンジを０.５Ｍに切り替

え、徐々に約９kn に増速し、前回の出港時にも僚船を追尾したので僚船Ｂ１

を追尾できれば安心だと思い約１０kn に増速したが、操舵室の前面ガラス

に波しぶきがかかるので、再び約９kn に戻した。 

船長Ｂは、レーダーで僚船Ｂ１を確認していたが、そのうちに僚船Ｂ１が

レーダーレンジの範囲外となって映像を確認できなくなったので、操船訓練

時に僚船船長に教わった大洗町沖の釣り場に向かう際の針路（２号ブイに向

かう針路）にしようと２号ブイ付近に向けて左舵をとった。 

船長Ｂは、レーダーと目視で前方にＡ船を確認したが、目視ではオレンジ

色に見え、航海灯は確認できなかったものの、これまで北海浜沖に向かう貨

物船をあまり見たことがなかったので、Ａ船が鹿島水路をまっすぐ南下する

と思い、また、自船が鹿島水路の左側（西側）にいるので、Ａ船がＢ船の右

舷方を通過すると思った。 

船長Ｂは、２号ブイ付近に向けて航行しようと、２号ブイ付近へ進路を向

けることに意識を向けていた。 

船長Ｂは、前方から汽笛音を聞き、至近に接近するＡ船に気付いたものの、

どうすることもできず、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船首部が衝突した。 

Ｂ船は、右舷中央部から浸水して船尾部から沈み、船底が海面に浮かんだ

状態となって転覆し、乗組員及び釣り客全員１２人が落水した。 

 

 本事故の発生日時は、令和２年１１月２８日０５時２２分ごろであり、発生場所は、

鹿島港南防波堤灯台から３２４°５６０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図（全体図） 付図２ 推定航行経路図（拡大図） 参照） 

 

2.1.4 乗組員の口述等による落水者の救助等の経過 

船長Ａ、航海士Ａ、甲板長ＡのほかＡ船の乗組員２人、Ｂ船の落水者の救助に当

たった遊漁船２隻（以下それぞれ「Ｇ船」、「Ｈ船」という。）及び漁船（以下「Ｉ

船」という。）の船長３人、北海浜第１船だまりにある船宿関係者及びタグボート

運航会社担当者の口述、鹿島地方事務組合消防本部（以下「救急隊」という。）の

回答書並びにＡＩＳ記録によれば、次のとおりであった。 

(1)  救助の状況 

① Ａ船 

Ａ船は、事故発生直後から、船首部にいた航海士Ａ及び甲板長Ａが付近の海

面から救助を求める声に気付いて救助活動を始め、船橋等から持ってきた救命

浮環２個を同浮環にそれぞれ取り付けられたロープの片端を右舷船尾部に結ん
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で海面に投げ入れ、ライトで海上を照らし、船上からはしごを下ろすとともに、

クレーンで伝馬船を海面に下ろす等して他の乗組員と共に釣り客２人を救助し、

Ａ船内で救護を行った。 

船長Ａは、航海士ＡからマイクでＢ船と衝突したことの報告を受け、出入港

船による二次災害を懸念し、０５時２９分ごろ国際ＶＨＦ無線電話装置（以下

「ＶＨＦ」という。）でポートラジオに事故発生の連絡を行った後、鹿島港内

のタグボートへ救援の連絡を行い、その後、海上保安庁及びＡ社に連絡したの

ちに、船橋ウイングのマイクで周囲の船舶に救助を求めた。 

② タグボート 

外港船だまりにいたタグボート２隻はＶＨＦで事故発生を知り、０５時５０

分ごろ現場に向かい、Ａ船から釣り客２人を移送され、１隻が０６時３０分ご

ろ、もう１隻が０６時４５分ごろ外港船だまりに戻り、釣り客を救急隊に引き

継いだ。 

③ 救助に当たった遊漁船及び漁船 

鹿島港外に向けて航行していたＧ船は、Ａ船の東側（南防波堤側）を通過す

る際、船長が、Ａ船が救助を求めていることに気付き、Ａ船に近付いたところ、

Ａ船からライトで照らされたので、探照灯で周囲を照らした。 

Ｇ船の船長は、救命胴衣の反射材が光って海面に複数の落水者がいることに

気付き、既に出港していた遊漁船等に無線で状況を知らせて救助を呼びかけ、

無線に気付いた遊漁船のうちＨ船ほか２隻の乗組員と共に、船長Ｂ、中乗りＢ

及び釣り客７人の計９人を救助した。 

Ｇ船の船長は、うつ伏せの状態で海面に浮いている釣り客Ｂ１を発見したも

のの、呼びかけに反応がなく、Ｇ船の船縁が海面から高くて救助できないので、

無線で付近の船舶に救助を呼びかけ、北海浜第１船だまりに戻り、救助者を救

急隊に引き継いだ。 

Ｉ船の船長は、Ｇ船の船長の無線に気付き、０５時４０分ごろ北海浜第２船

だまりから現場に向かい、浮体が膨らんだベルト式救命胴衣を着用してうつ伏

せの状態で海面に浮いている釣り客Ｂ１を発見し、乗組員２人と共に船上に引

き揚げ、乗組員が心臓マッサージを行いながら、北海浜第１船だまりに向かい、

救急隊に引き継いだ。 

(2)  北海浜第１船だまりにある船宿関係者の救急隊等への通報 

北海浜第１船だまりにある船宿関係者は、同だまりで、０５時３０分ごろ出

港した遊漁船の船長から携帯電話で落水者発生の連絡を受け、海上保安庁への

通報を０５時３７分に、救急隊への通報を０５時５３分にそれぞれ行った。 

(3)  救助後の状況 
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救助された船長Ｂ、中乗りＢ及び釣り客１０人のうち、釣り客Ｂ１を含む釣

り客５人が病院に搬送され、釣り客Ｂ１は０８時０５分ごろ死亡が確認された。 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 船長Ｂ、中乗りＢの口述並びに釣り客Ｂ１の死体検案書及び釣り客Ｂ１を検案した

医師、釣り客Ｂ２～釣り客Ｂ１０の回答書によれば、次のとおりであった。（表３参照） 

 

表３ Ｂ船の乗組員及び釣り客の死傷の状況等 

職名等 症状等 死傷に至る状況 

船長Ｂ むち打ち 操舵室内の壁にぶつかった 

中乗りＢ 負傷なし なし 

釣り客Ｂ１ 胸部打撲による肺挫滅（左肺）（死亡） 

（肺挫滅（左肺）とは、外力により左胸が砕

かれ、左肺、周囲の血管がつぶれてしまった

状態である） 

不明 

釣り客Ｂ２ 右脛部打撲及び挫創、左肩打撲 海に投げ出された 

釣り客Ｂ３ 右前腕・左下腿打撲 海に投げ出された 

釣り客Ｂ４ 第一腰椎横突起骨折、腰椎捻挫、右手尺骨神

経損傷等 

海に投げ出された 

釣り客Ｂ５ 負傷なし なし 

釣り客Ｂ６ 肺炎、左肋骨不全骨折 船首部に飛ばされた 

釣り客Ｂ７ 右脛骨高原骨折、両側膝挫創 海に投げ出された 

釣り客Ｂ８ 左第八肋骨骨折、外傷による横紋筋融解 海に投げ出された 

釣り客Ｂ９ 負傷なし なし 

釣り客Ｂ１０ 肩、腰打撲 不明 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    球状船首部に擦過傷を生じた。（写真１参照） 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

  (2) Ｂ船 

    操舵室が損壊し、右舷中央部の破口等を生じた。（写真２参照） 

    なお、サルベージ会社担当者の口述及び日本漁船保険組合茨城県支所の回答

書によれば、転覆後、船首端のみ海面から浮かんだ状態で、本事故発生場所付

近から流され、１１月２９日に茨城県神栖市の日川浜沖付近で台船に引き揚げ

られた。その後、鹿島港の岸壁に陸揚げされた。 

    船長Ｂの口述によれば、衝突時、自身の目の前をＡ船が通過し、その後、操

舵室の舵輪、計器等がなくなっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ ５６歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成３年８月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年３月１８日 

    免状有効期間満了日 令和３年８月２８日 

   ② 船長Ｂ ４９歳 

      二級小型船舶操縦士 

       免許登録 日 平成２３年１０月２１日 
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       免許証交付日 平成２８年７月１９日 

              （令和３年１０月２０日まで有効） 

   ③ 中乗りＢ ５６歳 

④ 釣り客Ｂ１ ４６歳 

   ⑤ 釣り客Ｂ２ ４８歳 

   ⑥ 釣り客Ｂ３ ５０歳 

⑦ 釣り客Ｂ４ ５４歳 

⑧ 釣り客Ｂ５ ４７歳 

⑨ 釣り客Ｂ６ ６２歳 

⑩ 釣り客Ｂ７ ２９歳 

⑪ 釣り客Ｂ８ ２７歳 

⑫ 釣り客Ｂ９ ４８歳 

⑬ 釣り客Ｂ１０ ３１歳 

  (2) 主な乗船履歴等 

船長Ａ、船長Ｂ、中乗りＢ及びＢ社代表者の口述並びに釣り客Ｂ５の回答書

によれば、次のとおりであった。 

① 船長Ａ 

     平成１１年から内航貨物船の一等航海士として約９年間の、平成２０年か

ら同船の船長として約６年半の海上経験をそれぞれ有しており、平成２７年

にＡ社に入社し、Ａ船で船長職をとっていた。 

これまでに、Ａ船の船長として、鹿島港の出入港経験が多数あった。 

本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

   ② 船長Ｂ 

令和２年８月にＢ社に入社して中乗りとして乗船し、９月ごろからＢ船と

は別の遊漁船で操船や計器の取扱い等の訓練を始め、１０月ごろから遊漁船

業務主任者＊2（以下「主任者」という。）が同乗した遊漁船に船長として乗

船し、１０月１９日に主任者講習を修了した。 

Ｂ社代表者は、船長Ｂが操船する遊漁船に同乗し、訓練を通して遊漁船の

船長として業務できると判断していた。 

船長Ｂは、特定操縦免許＊3取得のための小型旅客安全講習修了後の１１月

                         
＊2

 「遊漁船業務主任者」とは、遊漁船における利用者の安全の確保等に関する業務を行う者をい

い、遊漁船業者が同主任者を選任して業務を行わせなければならない。 
＊3

 「特定操縦免許」とは、旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長に必要な免許のこと

をいい、海難発生時における措置、救命設備等に関する小型旅客安全講習の修了後、申請手続きを

経て交付される。 
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２６日から遊漁船の船長として乗船し、本事故当日が２回目の出港であり、

Ｂ船の操船経験は数回あったものの、遊漁船の船長として操船するのは初め

てであり、また、夜間に出港した経験は、主任者の同乗時を含めて５回もし

くは６回であった。 

本事故当時、視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であった。 

なお、船長Ｂは、本事故当時、特定操縦免許の申請手続き中であり、同免

許を受有していない状況であったが、Ｂ社代表者は、船長Ｂの受有免許を確

認していなかった。 

③ 中乗りＢ 

  令和２年１月からＢ社で初めて中乗りとして乗船し、約４か月半の経験が

あった。 

  中乗りの業務は、釣り客の道具や餌の準備、乗船券の回収、離着桟時のロ

ープワーク、釣り客のサポートなどであった。 

  船長Ｂが操船する遊漁船には、主任者が同乗した際に２回程度乗船したこ

とはあったが、遊漁船の船長として操船する船長Ｂとの乗船及びＢ船への乗

船は本事故当日が初めてであった。 

④ 釣り客Ｂ１ 

釣り客Ｂ５と共に年に２回程度、釣りを行っていた。 

身長約１６０㎝、体重約１００kg で、本事故当時、防寒着等とベルト式

救命胴衣を着用していた。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

  船 舶 番 号  １４２６６６ 

  船 籍 港  広島県広島市 

  船舶所有 者  Ａ社 

  総 ト ン 数  ４９８トン 

  Ｌ r × Ｂ × Ｄ  ７２.３６ｍ×１２.００ｍ×７.２０ｍ 

  船 質  鋼 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出 力  １,３２３kＷ 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進 水 年 月  平成２８年３月 

（写真３参照） 
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写真３ Ａ船 

   (2) Ｂ船 

     漁 船 登 録 番 号  ＩＧ３－４７８９ 

船舶検査済票の番号  第２３１－３９１５号 

  船 籍 港  茨城県鹿嶋市 

  船 舶 所 有 者  個人所有 

  総 ト ン 数  ４.９５トン 

  Ｌ r × Ｂ × Ｄ  １１.７０ｍ×２.４７ｍ×０.７６ｍ 

  船 質  ＦＲＰ 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出 力  ３２４kＷ 

  推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

  進 水 年 月  昭和５１年５月 

   （写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 

2.5.2 船体構造に関する情報 

(1) Ａ船 

     Ａ船は、船尾船橋型の貨物船で、中央に一つの貨物倉を有していた。 
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(2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船体中央部に操舵室を有していた。 

2.5.3 積載状態 

   (1) Ａ船 

船長Ａ及びＡ社担当者の口述によれば、本事故当時、空船であり、喫水が、

船首約１.７５ｍ、船尾約３.８０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、喫水は不明であった。 

 

2.5.4 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

① 船橋中央に操舵スタンドがあり、その左舷側にレーダー２台が、右舷側

に主機等操縦盤がそれぞれ設置されていた。レーダーは、エコートレイ

ル*4機能及び自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ）*5を有し、操舵スタンド

には、汽笛用押しボタンスイッチ及び探照灯スイッチが設置されていた。 

    ② 船長Ａの口述によれば、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又

は故障はなかった。 

    （図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
*4
 「エコートレイル」とは、物標のレーダー映像の航跡を残光の形で表示させることをいう。 

*5
 「自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ：Automatic Radar Plotting Aids)」とは、レーダーで探知し

た他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、速力、最接近時間、

最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝突の危険が予測され

る場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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図２ Ａ船の船橋内機器配置等概略図 

 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂ及びＢ社代表者の口述によれば、次のとおりであった。 

（船首側） 

（船尾側） 

椅子 

レーダー 

操舵スタンド 

主機等操縦盤 

海図台 

窓 窓 窓 

窓 窓 

窓 窓 

窓 窓 

№１レーダー（右） 

№２レーダー（左） 
 

汽笛用押しボタンスイッチ 

 

探照灯スイッチ 

操舵スタンド 

舵輪 

主機等操縦盤 

操舵スタンドの状況 操舵スタンド、主機等操縦盤等の状況 
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① 船体中央部に操舵室があり、レーダー、ＧＰＳプロッター、魚群探知機、

無線機等が設置されていた。 

② 操舵室は操縦者以外の者が入れる広さはなく、本事故当時は船長Ｂのみ

が入り、船尾側の引き戸は閉められていた。 

③ 本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

2.5.5 Ａ船の操縦性能 

  Ａ船の海上試運転成績表によれば、空船状態（船首喫水２.４ｍ、船尾喫水３.７

ｍ）における停止及び旋回性能は、次のとおりであった。 

(1) 停止距離及び時間（全速力後進発令から船体停止まで） 

後進発令前の速力 距離 時間 

１３.８kn ４７３ｍ １１７秒 

(2) 旋回性能（舵角３５°） 

旋回方向 速力 旋回縦距＊6 旋回横距＊7 時間 

右旋回 １３.６kn ２０４ｍ ８４ｍ ４２秒 

左旋回 １３.７kn ２０５ｍ ９１ｍ ４３秒 

 

 2.5.6 船橋及び操舵室からの見通し 

   (1) Ａ船 

船首方の見通しが制限されるものはなかった。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図３ Ａ船の船首方の見通し状況 

 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの回答書によれば、航行時に船首が浮上し、前方が見えづらいとき

                         
*6
  「旋回縦距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路上での縦
移動距離をいう。 

*7
 「旋回横距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路からの横
移動距離をいう。 
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があったが、本事故当時、支障はなかった。 

 

２.６ Ｂ船の乗組員及び釣り客の乗船位置等の状況 

船長Ｂ及び中乗りＢの口述並びに船長Ｂ、中乗りＢ及び釣り客Ｂ２～Ｂ１０の回答書

によれば、次のとおりであった。（図４参照） 

(1) 船長Ｂは、操舵室内で立って操船しており、中乗りＢは、操舵室の後方で立

っていた。 

(2) 釣り客は、釣り客Ｂ１０以外は座った状態で、身体が右舷側を向いていたのは

５人、左舷側を向いていたのは３人、船尾側を向いていたのは１人で、釣り客

Ｂ１０は仰向けの状態で横になっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ Ｂ船の本事故前の乗組員及び釣り客の乗船位置 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 観測値等 

(1) 本事故現場の南南西方約４km に位置する鹿島船舶通航信号所における観

測値は、次のとおりであった。 

１１月２８日 ０４時５５分 風速 ３m/s、風向 北西 

０５時２５分 風速 ３m/s、風向 北西 

          ０５時５５分 風速 ５m/s、風向 北西 

(2) 本事故現場の西方約７.５km に位置する鹿嶋地域気象観測所における１１

月２８日の０５時２０分及び０５時３０分の気温は、それぞれ８.５℃であ

った。 

(3) 海上保安庁の潮汐表によれば、鹿島港における本事故時の潮汐は下げ潮の

初期で、０５時００分の潮高が約１１６cm であった。 

(4) 気象庁のウェブサイトによれば、本事故当日の鹿島港の海面水温は約１

８℃であった。 

衝突位置 

操舵室 

船長Ｂ 

機械室 
中乗りＢ 

トイレ 

：身体の向き ※番号付きの丸印は釣り客 

：釣り客(死亡)  ：釣り客(負傷)  ：釣り客(負傷なし)  ：乗組員(負傷)  ：乗組員(負傷なし) 
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(5) 国立天文台のウェブサイトによれば、水戸（茨城県）の１１月２８日にお

ける常用薄明時刻は０６時００分ごろで、日出時刻は０６時２８分ごろであ

った。 

 

2.7.2 乗組員の観測 

(1) 船長Ａの口述によれば、本事故当時、天気は晴れ、風向は北、風速約３ｍ、

波高は約１.５ｍ、視界は良好であった。 

(2) 船長Ｂの口述によれば、本事故当時、天気は晴れ、風はほとんどなく、波

高は約５０cm、視界は良好であった。 

 

２.８ 見張り及び操船等に関する情報 

 2.8.1 Ａ船 

  船長Ａ、航海士Ａ、甲板長Ａ及び機関長の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａは、ふだんから、小型船舶の避航動作に疑問があるときに、夜間は探

照灯を照射し、それでも動作に変化がないときには汽笛を吹鳴していた。 

(2) 船首部にいた航海士Ａは、船長ＡがＢ船に向けて探照灯の照射を開始したこ

とを認識していた。 

(3) 船首部にいた航海士Ａ及び甲板長Ａは、汽笛の吹鳴について、覚えていなか

った。 

(4) 自室にいた機関長は、汽笛音が聞こえた後に後進がかかったと思った。 

(5) Ａ船は、荷役が行われる鹿島港の岸壁に本事故当日の昼ごろ着岸予定であり、

船長Ａは、同港への入港を急いでおらず、北海浜沖で錨泊して待機しようとし

ていた。 

 

 2.8.2 Ｂ船 

  船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 船長Ｂは、Ａ船が作業灯を点灯させていたので、Ａ船を視認した際にオレン

ジ色に見えて航海灯が確認できなかったのかもしれないと本事故後に思った。 

(2) 船長Ｂは、Ａ船からの探照灯には気付かなかった。 

 

２.９ Ｂ船等の本事故当日の出港前後の状況に関する情報 

 船長Ｂ、僚船Ｂ１及び僚船Ｂ１よりも後から出港したＢ社運航の僚船（以下「僚船

Ｂ２」という。）の船長の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 船長Ｂ 

① 本事故前日は時化により船宿が休みで、本事故当日の出港準備作業はでき
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ず、本事故当日は、出港予定が０５時であったので、０３時ごろから作業を

開始した。 

② 本事故当日は釣り客が多かったので、操船経験の少ない、ふだんは主に漁

船として使用しているＢ船に乗船することになり、北海浜第１船だまり内の

沖側に係留されていたＢ船を桟橋近くに移動して僚船の舷側に接舷させ、釣

り客が使用する釣り道具、餌及び救命胴衣の積込みのほか、Ｂ船にスパンカ

ー*8を立てる作業を初めて行い、準備に時間がかかった。 

③ ふだん、出港前に、スマートフォンアプリのＡＩＳ情報で鹿島港内等の他

船の動向等を確認していたが、本事故当日は作業が多く、時間的余裕がなか

ったので確認できなかった。 

④ Ｂ船が僚船の舷側に接舷していたことにより、Ｂ船が出港しなければ僚船

が出港できず、Ｂ船の出港を僚船２隻が待つ状況だったので、早く出港した

い気持ちがあった。 

⑤ 出港前に船体の検査、機関の状態確認等の「発航前検査チェックリスト」

にある各項目の作業を実施し、釣り客全員の救命胴衣着用の確認はできたも

のの、時間的余裕がなく、ふだん釣り客に行っている当日の釣りに関する情

報の口頭説明はできなかった。 

⑥ Ｂ船の乗船経験が少なかったので、レーダーやＧＰＳプロッターの操作に

手間取ることがあった。 

⑦ 出港前に無線機のスイッチを入れてふだんの僚船との交信チャンネルに合

わせていたものの、出港後に僚船等からの無線が聞こえなかったので、音量

調節の確認を行っていなかったかもしれないと本事故後に思った。 

⑧ 出港前に慣れていない作業が重なり、気持ちに焦りがあったかもしれない

と本事故後に思った。 

(2) 僚船Ｂ１及び僚船Ｂ２の船長 

① 本事故前日は時化により船宿が休みであったが、よく釣れる時期で本事故

当日は釣り客が多く、ふだん船長Ｂが乗船していた遊漁船には、臨時の船長

が乗船することになった。 

② 僚船Ｂ１の船長は、北海浜第１船だまりを出港後、北防波堤を通過して貨

物船が入港していることを確認したので、南防波堤側に寄って航行した方が

よい旨を無線で僚船に連絡し、僚船Ｂ２の船長はその情報を聞いたので、南

防波堤側に寄って航行した。 

                         
*8
 「スパンカー」とは、漂泊中などに船首を風上に向け、横揺れを低減するために船尾部に張る帆

のことをいう。 
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③ 僚船Ｂ１の船長は、先に出港したＢ船を追い越していたことを本事故後に

知った。 

④ 僚船Ｂ２の船長は、本事故の前々日、大洗町沖の釣り場に向かう際、船長

Ｂに無線で連絡し、鹿島港外で回転灯を点けて先導した。 

⑤ 僚船Ｂ２の船長は、経験年数があっても、夜間の暗い状況では、周囲の船

舶の船種及び行先を目視で把握することは難しく、灯火及びレーダーを頼り

に、神経を使いながら航行しているとのことであった。 

 

２.１０ 中乗りＢ及び釣り客の本事故発生前の状況等に関する情報 

中乗りＢの口述及び釣り客Ｂ２～Ｂ１０の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) 釣り客Ｂ９は、本事故発生前にＡ船が点灯した灯光に気付いたが、中乗りＢ

及びその他の釣り客は、同灯光に気付いていなかった。 

(2) 釣り客Ｂ３は、本事故発生直前に汽笛の音を聞いた。 

(3) 釣り客Ｂ９は、本事故発生の数秒前に汽笛の音を聞いたが、どのような音で

あったかは思い出せなかった。 

(4) 中乗りＢ及びその他の釣り客は、汽笛の音に気付いていなかった。 

(5) 中乗りＢは、本事故発生直前に右舷方を見た際、壁のようなものがあって上

方に光りが見えて船舶だと思い、とっさに右舷側から海に飛び込んだが、それ

以前に、釣り客がＡ船に気付いている様子は感じていなかった。 

 

２.１１ Ｇ船及びＨ船の船長の探照灯の照射に関する情報 

Ｇ船及びＨ船の船長の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ｇ船の船長は、夜間航行中、自船に探照灯の灯光を向けられた場合は、まぶ

しいので気付くと思った。 

(2) Ｈ船の船長は、夜間航行中、自船に探照灯の灯光を向けられた場合は、同灯

光の方向に視線を向けていれば気付くが、視線を向けていなければ分からない

と思った。 

 

２.１２ 事故水域等に関する情報 

2.12.1 事故水域に関する情報 

鹿島港は港則法において特定港に指定され、茨城県鹿島港湾事務所のウェブサイ

トによれば、鹿島港の概要として次のとおり掲載されている。 

鹿島港は,茨城県の南東部鹿島灘に位置する,国内最大規模の堀込式港湾です。

（略）現在では,すでに 40 万 D/W トン級の船舶も入港するなど，年間取扱貨物量も

6,000 万トンを超え，今後増加が予想される貨物量や大型船舶に対応するため,南
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公共埠頭に加え,北公共埠頭及び外港公共埠頭も一部供用開始されています。 

 

2.12.2 鹿島港における入出航船舶に関する情報 

海上保安庁のウェブサイトにおいて、鹿島水路の入出航船舶情報が掲載されてお

り、掲載船舶は、港則法施行規則第２３条の２で規定される管制船（全長１９０ｍ

以上の船舶及び国際総トン数１,０００トン以上で危険物搭載船舶）及び対象船

（全長７０ｍ以上かつ国際総トン数１,０００トン以上で管制船以外の船舶）であ

る。 

また、ポートラジオ（茨城県鹿島港湾事務所から業務委託を受けて運営）のウェ

ブサイトにおいて、鹿島港の入出航船舶情報が掲載されており、掲載船舶は、管制

船及び対象船とそれら以外の全長７０ｍ未満の船舶（船舶代理店が取り扱い、ポー

トラジオに申請のあった鹿島港を利用する全て）である。 

 

2.12.3 本事故発生当時の鹿島港入港船舶に関する情報 

Ａ船の鹿島港入港以前に、同港に入港した内航船舶の船長３人の回答書及びＡＩ

Ｓ記録によれば、図５及び表４のとおりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 本事故発生当時の鹿島港入港船舶のＡＩＳ記録 

 

 

※船型位置は、05時 20 分ごろのＡＩＳ記録 

ＬＰＧ船 

貨物船 

ｹﾐｶﾙﾀﾝｶｰ 

２号ブイ 

鹿島港第１号灯浮標 

北海浜第２船だまり 

南防波堤 

鹿島港南防波堤灯台 

北海浜沖 

鹿島水路 

Ａ船 
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表４ 本事故発生当時の鹿島港入港船舶の船長の認識等 

船種、総トン数 貨物船、499 トン ＬＰＧ船、745 トン ケミカルタンカー、

498 トン 

海上経験()内は船長経

験 
45(10)年 54(35)年 45(18)年 

鹿島港の入港経験 15 年 多数（最近は月 3

回） 

15 年 

早朝の時間帯の入港時

の注意事項 
入出港船の存在、特

に漁船。 

出港する遊漁船等の

全速力での航行及び

作業灯の点灯によっ

て、航海灯が分かり

にくいことがあり、

港口の灯浮標を大き

く離して入港する。 

大型船の出港など航

行している船舶の存

在。 

本事故当日の港口付近

通過時刻 
05 時 07 分ごろ 

（Ａ船の約12分前） 

05 時 12 分過ぎごろ 

（Ａ船の約 7分前） 

05 時 15 分ごろ 

（Ａ船の約 4分前） 

本事故当日、入港時に

行き会った小型船舶の

隻数 

20～30 隻 10 数隻 約 15 隻 

小型船舶との行き会い

方法 
港口付近で左舷から

の小型船舶に注意

し、主機を微速前進

から停止としたが、

それでも危ないと思

い、右に舵を取って

１８０°回頭して回

避した。 

探照灯を点灯し、左

舷対左舷で航過し

た。 

探照灯を点灯し、左

右に舵を取って回避

した。 

入港時の荷役予定時刻 06 時 00 分ごろ 08 時 50 分ごろ 10 時 40 分ごろ 

本事故当日、小型船舶

が多数出港することの

情報を事前に把握して

いたか 

いいえ いいえ いいえ 

 

２.１３ Ｂ船の乗組員及び釣り客の救命胴衣の着用並びに落水後の浮体の膨張状況 

船長Ｂ及び中乗りＢの口述並びに釣り客Ｂ２～釣り客Ｂ１０の回答書によれば、次の

とおりであった。 

(1) Ｂ船の乗組員及び釣り客全員が救命胴衣を着用していた。 
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(2) Ｂ船から落水後、釣り客Ｂ１０以外の救命胴衣の浮体は膨張しており、釣り客

Ｂ１０は釣り客Ｂ９につかまって救助を待っていた。 

(3) 釣り客Ｂ１０の救命胴衣は、ボンベが外れていて浮体が膨張しなかった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 Ｂ船の針路及び速力等に関する状況 

２.１から、Ｂ船の本事故当時における航跡記録等が存在しないことから、船長

Ｂの口述、ＡＩＳ記録及び映像記録を基にＢ船の対地針路及び速力を推算した結

果、次のとおりであった。 

(1) ＡＩＳ記録及び映像記録による０５時１９～２１分ごろまでのＡ船から見

たＢ船の方位等は、表５のとおりであったものと考えられる。 

 

表５ Ａ船から見たＢ船の方位 

時刻 

（時：分：秒） 
Ａ船の 

速力 

（kn） 

Ａ船の 

船首方位 

（°） 

Ａ船から 

見たＢ船 

の方位 

（°） 

05:19:03 6.4 217 187.5 

05:19:10 6.4 211 189.5 

05:19:13 6.3 209 190.0 

05:19:23 6.2 205 193.5 

05:19:36 6.2 202 194.0 

05:19:50 6.2 203 191.5 

05:20:03 6.5 205 189.5 

05:20:09 6.6 207 188.5 

05:20:13 6.6 208 190.0 

05:20:23 6.7 209 189.0 

05:20:34 6.9 209 189.5 

05:20:42 7.0 208 190.0 

05:20:54 7.1 206 189.5 

05:21:02 7.1 208 189.0 

(2) Ｂ船は、船長Ｂの口述から、鹿島水路付近を速力約９kn で航行したものと
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考えられる。 

(3) 上記(1)から、０５時２０分０３秒ごろから２１分０２秒ごろまでのＡ船か

ら見たＢ船の方位は、平均約１８９°であったものと考えられる。 

(4) 上記(1)及び(2)に基づき、Ｂ船が、Ａ船の各船位を基点としてそれぞれ引

いた約１８９°（Ａ船から見たＢ船の方位）の各方位線間を約９kn の速力で

通過し、事故発生場所付近に到達したとして針路線を推算した結果、０５時

２０分０３秒ごろから２１分０２秒ごろの間におけるＢ船の対地針路は、約

３５９°であった可能性があると考えられる。 

(5) 船長Ｂは、本事故発生前にＡ船に気付いた際、減速や転舵を行っていない

ことから、Ｂ船は、０５時２１分０３秒ごろ以降、針路約３５９°及び速力

約９kn で航行した可能性があると考えられる。 

（図６参照） 
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図６ 衝突前のＢ船の針路及び速力の推算 

 

 3.1.2 事故発生に至る経過 

  ２.１、２.８～２.１０及び 3.1.1 から、次のとおりであった。 

Ａ船のＡＩＳ記録 

Ｂ船の推定針路 

約 10 秒 

約 20 秒 

約 10 秒 

約 359°約 9kn 

05:21:34 

05:21:24 

05:20:54 

05:20:34 

05:20:23 

05:20:13 

それぞれ約 46.3m 

05:21:13 
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  (1) Ａ船 

① Ａ船は、令和２年１１月２７日１５時２５分ごろ鹿島港に向けて京浜港

横浜区を出港したものと考えられる。 

② Ａ船は、１１月２８日０５時１８～１９分ごろにかけて針路約２５６°

から約２３５°に変針し、速力約５.８kn から約６.４kn で航行したもの

と推定される。 

③ Ａ船は、０５時１９～２０分ごろにかけて針路約２３５°から約２０

１°に変針し、速力約６.１kn から約６.４kn で航行したものと推定され

る。 

④ Ａ船は、０５時２０～２１分４３秒ごろにかけて針路約２０１°から約

２０７°に変針し、速力約６.４kn から約７.０kn で航行したものと推定

される。 

⑤ Ａ船は、０５時２１分５４秒～２２分２４秒ごろにかけて針路約２０

７°から約２０２°に船首方位が変化し、速力約５.９kn から約３.１kn

に減速しながら航行したものと推定される。 

⑥ Ａ船は、減速中にＢ船と衝突したものと考えられる。 

  (2) Ｂ船 

① Ｂ船は、０５時０５分ごろ大洗町沖の釣り場に向けて北海浜第１船だま

りを出港したものと考えられる。 

② Ｂ船は、出港後、北防波堤沖の水路を通過するまでは低速とし、その後

約９kn の速力で航行したものと考えられる。 

③ Ｂ船は、０５時２０分０３秒ごろ～２１分０２秒ごろにかけて針路約３

５９°で航行したものと考えられる。 

④ Ｂ船は、０５時２１分０３秒以降、同じ針路及び速力で航行を続け、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

 

3.1.3 事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、令和２年１１月２８日０５時２２分ごろであ

り、発生場所は、鹿島港南防波堤灯台から３２４°５６０ｍ付近であったものと考

えられる。 

 

3.1.4 死傷者の状況 

２.２から、次のとおりであった。 

(1) Ｂ船の釣り客 

① 釣り客Ｂ１は胸部打撲による肺挫滅（左肺）により死亡した。 
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② 釣り客Ｂ１の死因から、釣り客Ｂ１はＡ船船体と直接衝突、もしくは、

Ａ船とＢ船の衝突の衝撃によって着席位置から身体が飛ばされ、上半身

が何らかの構造物等に当たった等の可能性があると考えられるが、目撃

者がいないことから、その状況を明らかにすることはできなかった。 

③ 釣り客Ｂ４は第一腰椎横突起骨折等を、釣り客Ｂ６は左肋骨不全骨折等

を、釣り客Ｂ７は右脛骨高原骨折等を、釣り客Ｂ８は左第八肋骨骨折及

び外傷による横紋筋融解を負ったものと考えられる。 

④ 釣り客Ｂ２、釣り客Ｂ３及び釣り客Ｂ１０は、打撲等を負ったものと考

えられる。 

⑤ 負傷に至る状況は、釣り客Ｂ１０については不明であったが、Ａ船とＢ

船の衝突の衝撃によって着席位置から、釣り客Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ７及

びＢ８は身体が海に投げ出され、また、釣り客Ｂ６は身体が船首部に飛

ばされたものと考えられ、その際に、Ｂ船の構造物等に当たった可能性

があると考えられる。 

(2) Ｂ船の乗組員 

船長Ｂは、Ａ船とＢ船の衝突の衝撃によって、身体が操舵室内の壁にぶ

つかり、むち打ちを負ったものと考えられる。 

 

3.1.5 損傷の状況 

  ２.３から、次のとおりであったものと推定される。 

  (1) Ａ船は、球状船首部に擦過傷を生じた。 

  (2) Ｂ船は、操舵室が損壊し、右舷中央部の破口等を生じた。 

 

3.1.6 衝突の状況 

２.１、3.1.2 及び 3.1.5 から、Ａ船は速力約５.９kn から約３.１kn に減速しな

がら航行中、Ｂ船は速力約９kn で航行中、Ａ船の球状船首部とＢ船の右舷中央部

とが衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等の状況 

２.４から、次のとおりであった。 

 (1) 船長Ａ 

① 適法で有効な海技免状を有していた。 

② 視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

(2) 船長Ｂ 
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① Ｂ社代表者は、船長Ｂが操船する遊漁船に同乗し、訓練を通して遊漁船

の船長として業務を行うことができると判断していたものと考えられる。 

② 遊漁船の船長としては、本事故当日が２回目の出港であり、Ｂ船を、数

回操船したことがあったものの、遊漁船の船長として操船するのは初めて

であったものと考えられる。 

③ 夜間に出港した経験は、主任者の同乗時を含めて５回もしくは６回であ

ったものと考えられる。 

④ 視力、聴力等に問題はなく、健康状態は良好であったものと考えられる。 

⑤ 小型旅客安全講習を修了していたものの、特定操縦免許の申請手続き中

であり、本事故当時は適法で有効な操縦免許証を有していなかったものと

考えられる。 

⑥ Ｂ社代表者は、船長Ｂを遊漁船の船長として乗船させる際には、特定操

縦免許の受有を確認する必要があったものと推定される。 

 

3.2.2 船舶の状況 

２.１及び 2.5.4 から、Ａ船及びＢ船は、本事故当時、船体、機関及び機器類に

不具合又は故障はなく、法定灯火を表示して航行していたものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

２.７から、本事故当時、天気は晴れ、風速約３m/s の北西の風が吹き、視界は

良好で、気温は約８.５℃、潮汐は下げ潮の初期、海面水温は約１８℃、常用薄明

時刻は０６時００分ごろ、日出時刻は０６時２８分ごろであったものと考えられ

る。 

 

3.2.4 見張り及び操船の状況に関する解析 

２.１、２.４、２.８～２.１１及び 2.12.1 から、次のとおりであった。 

    (1) Ａ船 

① 船長Ａは、これまでの経験及び港則法では特定港において小型船舶がそ

れ以外の船舶の進路を避航するという認識から、今回も小型船舶が自船を

避けて航行していくものと思ったものと考えられる。 

② 船長Ａは、船首部の入港準備作業に備え０５時１７分ごろ船橋上部及び

船首マストに設置された作業灯を点灯し、Ａ船の船橋から船首部にかけて

明るい状況となったものと考えられる。 

③ 船長Ａは、０５時１９分ごろ左舷船首方にＢ船及びＦ船の灯火を、船首

方やや右舷側にＥ船の灯火をそれぞれ視認し、最も東側のＦ船は自船の左
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舷方に、やや右舷船首方のＥ船は自船の右舷方に向けて航行しようとする

のを認め、左舷船首方のＢ船の灯火に意識を向けたものと考えられる。 

④ 船長Ａは、０５時１９分ごろ以降、左舷船首方のＢ船の方位に大きな変

化がない状況で自船に接近していることを認めていたものと考えられる。 

⑤ 船長Ａは、自船に接近するＢ船に対して探照灯の照射を開始し、避航を

促す注意喚起をしたものと考えられる。 

⑥ 船長Ａは、自船に接近するＢ船に対して約２秒間の汽笛を吹鳴したもの

と考えられる。 

⑦ 船長Ａは、船首部にいた航海士ＡからＢ船との衝突の危険を知らせる連

絡を受け、Ａ船を全速力後進としたものと考えられ、ＡＩＳ記録の０５時

２１分５４秒ごろからＡ船の減速が認められることから、これ以前に全速

力後進の操作が行われたものと考えられる。 

⑧ Ａ船は、荷役が行われる鹿島港の岸壁に本事故当日の昼ごろ着岸予定で

あり、船長Ａは、同港への入港を急いでいなかったものと考えられる。 

    (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、遊漁船の船長としての経験及び夜間航行の経験が少ない中、

出港前に、次の不慣れな作業及びＢ船を遊漁船として使用する準備が重な

って時間的余裕がなくなり、ふだんは行っているＡＩＳ情報による他船の

動向等の確認を行うことができず、また、操船及び機器の操作に不慣れな

Ｂ船を操縦することから、不安及び焦りを感じ、気持ちに余裕がない状態

で操船していた可能性があるものと考えられる。 

ａ Ｂ船の係留場所から桟橋近くへの移動 

ｂ 初めてとなるＢ船のスパンカー準備 

② 船長Ｂは、前回の出港時にも僚船を追尾したので僚船Ｂ１を追尾できれ

ば安心だと思い約９kn で航行したものの、僚船Ｂ１がレーダーレンジの範

囲外となって映像を確認できなくなったので、操船訓練時に僚船船長から

教えられていた大洗町沖の釣り場に向かう際の針路目標としていた２号ブ

イ付近に向けて左舵をとったものと考えられる。 

③ 船長Ｂは、鹿島水路を航行中、Ｂ船が鹿島水路の右側（東側）に位置し

ていることを確認しておらず、鹿島水路の左側（西側）に位置していると

認識していたものと考えられる。 

④ 船長Ｂは、レーダーと目視によって前方にＡ船を確認し、航海灯は確認

できなかったものの、これまで北海浜沖に向かう貨物船をあまり見たこと

がなかったこと、及び自船は鹿島水路の左側（西側）に位置していると認

識していたことから、Ａ船が鹿島水路に向けて南下してＢ船の右舷方を通
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過すると思ったものと考えられる。 

⑤ 船長Ｂは、２号ブイ付近へ進路を向けることに意識を向け、Ａ船が接近

している状況及びＡ船からの探照灯に気付かなかったものと考えられる。 

⑥ 船長Ｂは、前方からＡ船の汽笛音を聞いて至近に接近するＡ船に気付い

たものの、どうすることもできなかったものと考えられる。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

２.１、２.８、２.９、3.1.1、3.1.2 及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

    (1) Ａ船 

① 船長Ａは、１１月２８日０５時００分ごろから航海士Ａと交代して単独

で航海当直につき、０５時１２分ごろ目視で鹿島港口から出港する多数の

小型船舶を認め、これまでの経験及び港則法では特定港において小型船舶

がそれ以外の船舶の進路を避航するという認識から、今回も小型船舶が自

船を避けて航行していくものと思ったものと考えられる。 

② Ａ船は、鹿島港第１号灯浮標北東方付近に至り、北海浜沖に向けて左転

しながら航行したものと考えられる。 

③ 船長Ａは、船首部の入港準備作業に備え０５時１７分ごろ船橋上部及び

船首マストに設置された作業灯を点灯し、Ａ船の船橋から船首部にかけて

明るい状況となったものと考えられる。 

④ 船長Ａは、北海浜沖に向かう針路となった０５時１９分ごろ左舷船首方

にＢ船及びＦ船の灯火を、船首方やや右舷側にＥ船の灯火をそれぞれ視認

し、最も左側のＦ船は自船の左舷方に、やや右舷船首方のＥ船は自船の右

舷方に向けて航行しようとするのを認め、左舷船首方のＢ船の灯火に意識

を向けたものと考えられる。 

⑤ 船長Ａは、０５時１９分ごろ以降、左舷船首方のＢ船の方位に大きな変

化がない状況で自船に接近していることを認めていたものの、上記①の認

識から、Ｂ船がＡ船の進路を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続

けたものと考えられる。 

⑥ 船長Ａは、自船に接近するＢ船に対して探照灯の照射を開始し、避航を

促す注意喚起をした後、約２秒間の汽笛を吹鳴し全速力後進としたものの、

Ａ船は、減速中にＢ船と衝突したものと考えられる。 

    (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、遊漁船の船長としての経験及び夜間航行の経験が少ない中、

出港前に、不慣れな作業及びＢ船を遊漁船として使用する準備が重なって

時間的余裕がなくなり、ふだんは行っているＡＩＳ情報による他船の動向
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等の確認を行うことができず、また、操船及び機器の操作に不慣れなＢ船

を操縦することから、不安及び焦りを感じ、気持ちに余裕がない状態で操

船していた可能性があるものと考えられる。 

② Ｂ船は、０５時０５分ごろ北海浜第１船だまりを出港し、船長Ｂは、前

回の出港時にも僚船を追尾したので僚船Ｂ１を追尾できれば安心だと思い

約９kn で航行したものの、僚船Ｂ１がレーダーレンジの範囲外となって映

像を確認できなくなったので、操船訓練時に僚船船長から教えられていた

大洗町沖の釣り場に向かう際の針路目標としていた２号ブイ付近に向けて

左舵をとったものと考えられる。 

③ 船長Ｂは、鹿島水路を航行中、Ｂ船が鹿島水路の右側（東側）に位置し

ていることを確認しておらず、鹿島水路の左側（西側）に位置していると

認識していたものと考えられる。 

④ 船長Ｂは、レーダーと目視によって前方にＡ船を確認し、航海灯は確認

できなかったものの、これまで北海浜沖に向かう貨物船をあまり見たこと

がなかったこと、及び自船が鹿島水路の左側（西側）に位置していると認

識していたことから、Ａ船が鹿島水路に向けて南下してＢ船の右舷方を通

過すると思ったものと考えられる。 

⑤ 船長Ｂは、２号ブイ付近へ進路を向けることに意識を向け、Ａ船が接近

している状況及びＡ船からの探照灯に気付かなかったものと考えられる。 

⑥ 船長Ｂは、前方からＡ船の汽笛音を聞いて至近に接近するＡ船に気付い

たものの、どうすることもできなかったものと考えられる。 

⑦ Ｂ船は、同じ針路及び速力で航行を続け、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 

３.３ 救助及び被害の軽減措置に関する解析 

2.1.4、２.７及び２.１３から次のとおりであった。 

(1) Ｂ船の乗組員及び釣り客は、浮体が膨張しなかった救命胴衣が１着あった

ものの、全員が救命胴衣を着用していたことにより、膨張しなかった救命胴

衣を着用していた釣り客は他の釣り客につかまって落水者全員が海面に浮遊

することができ、夜間の暗い状況下でも救命胴衣の反射材によって救助者か

ら存在を確認しやすい状況であったものと考えられる。 

(2) Ａ船及びタグボート、Ｇ船、Ｈ船、Ｉ船等の救助船による救助要請等の通

報、並びにＢ船の乗組員及び釣り客の救助活動が事故発生直後から速やかに

実施されたものと考えられる。 

(3) 上記(1)及び(2)のことから、夜間で暗く、海面水温約１８℃の状況下にお
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いて、Ｂ船の落水者全員を迅速に救助することができ、被害の軽減に寄与し

たものと考えられる。 

(4) 釣り客Ｂ１０の救命胴衣は、ボンベが外れていて浮体が膨張しなかったもの

と考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

本事故は、夜間、鹿島港口付近において、Ａ船が北海浜沖の錨地に向けて南南西進

中、Ｂ船が大洗町沖の釣り場に向けて北進中、船長Ａが、Ｂ船がＡ船の進路を避ける

と思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船が鹿島水路に向けて

南下してＢ船の右舷方を通過すると思い、同釣り場に向かう際の針路目標としていた

２号ブイ付近に向かう針路とすることに意識を向けて航行を続けたため、両船が衝突

したものと考えられる。 

船長Ａが、Ｂ船がＡ船の進路を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたの

は、これまでの経験及び港則法では特定港において小型船舶がそれ以外の船舶の進路

を避航するという認識から、港内では接近する小型船舶が自船の進路を避けてくれる

と思っていたことによるものと考えられる。 

船長Ｂが、Ａ船が鹿島水路に向けて南下してＢ船の右舷方を通過すると思ったのは、

これまで北海浜沖に向かう貨物船をあまり見たことがなかったこと及び自船が鹿島水

路の左側（西側）にいると認識していたことによるものと考えられる。 

船長Ｂが、２号ブイ付近に向かう針路とすることとしたのは、遊漁船の船長として

の経験及び夜間航行の経験が少なく、追尾できれば安心だと思っていた僚船Ｂ１がレ

ーダーレンジの範囲外となって映像が確認できなくなったこと及び操船訓練時に大洗

町沖の釣り場に向かう際の針路目標として僚船船長から教えられていたことによるも

のと考えられる。 

船長Ｂが、Ａ船が接近している状況に気付かず、その後、至近に接近するまでＡ船

に気付かなかったのは、遊漁船の船長としての経験及び夜間航行の経験が少ない中、

出港前に不慣れな作業及びＢ船を遊漁船として使用する準備が重なって時間的余裕が

なくなり、ふだんは行っているＡＩＳ情報による他船の動向の確認等を行うことがで

きず、また、操船及び機器の操作に不慣れなＢ船を操縦することから、不安及び焦り

を感じ、気持ちに余裕がない状態で操船していたことが関与した可能性があると考え

られる。 
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４.２ その他判明した安全に関する事項 

 船長Ｂは、小型旅客安全講習を修了していたものの、特定操縦免許の申請手続き中

であり、本事故当時は適法で有効な操縦免許証を有していなかったものと考えられ

ることから、Ｂ社代表者は船長Ｂの特定操縦免許の受有を確認のうえ、Ｂ船に乗船

させる必要があったものと推定される。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、夜間、鹿島港口付近において、Ａ船が北海浜沖の錨地に向けて南南西進

中、Ｂ船が大洗町沖の釣り場に向けて北進中、船長Ａが、これまでの経験及び港則法

の認識から、Ｂ船がＡ船の進路を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、ま

た、船長Ｂが、これまで北海浜沖に向かう貨物船をあまり見たことがなく、自船が鹿

島水路の左側（西側）にいると認識していたこともあり、Ａ船が鹿島水路に向けて南

下してＢ船の右舷方を通過すると思い、２号ブイ付近に向かう針路とすることに意識

を向けて航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

また、船長Ｂが、Ａ船が接近している状況に気付かず、その後、至近に接近するま

でＡ船に気付かなかったのは、遊漁船の船長としての経験及び夜間航行の経験が少な

い中、出港前に、不慣れな作業やＢ船を遊漁船として使用する準備が重なって時間的

余裕がなくなり、ＡＩＳ情報による他船の動向の確認等を行うことができず、また、

操船及び機器の操作に不慣れなＢ船を操縦することから、不安及び焦りを感じ、気持

ちに余裕がない状態で操船していたことが関与した可能性があると考えられる。 

 

したがって、同種事故の再発防止及び被害軽減のため、次の措置を講じる必要があ

る。 

(1) 船長等は、接近する他船に対し汽笛等を使用して注意喚起した場合において

も、他船が自船の存在を認識していない可能性があることを念頭に置き、衝突

回避の措置を他船に委ねることなく、他船の動向を適切に判断し、十分に余裕

のある時機に減速するなどの衝突を回避する操船を行うこと。 

(2) 船長等は、自船位置を把握し、接近する船舶の行き先を思い込みで判断する

ことなく、目視及びレーダーにより継続的に監視し、衝突を回避する操船を行

うこと。 

(3) 遊漁船の運航者は、乗組員を遊漁船の船長に従事させる際は、受有免許、出

港前作業及び操船の習熟度等を確認するとともに、特に夜間航行については、

自船位置の把握、他船の動向把握等が昼間よりも難しいことから、これらに関
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する習熟度、経験等に応じたフォローアップを実施し、安全運航に努めること。 

(4) 鹿島港等を利用する小型船舶は、ウェブサイトによる鹿島港等の入出航船舶

情報及びアプリケーションソフトによるＡＩＳ搭載船の位置情報の閲覧等によ

って、鹿島港内等における大型船舶等の動向をあらかじめ確認し、僚船間で共

有することが望ましい。 

(5) 釣り客は、個人所有の救命胴衣を遊漁船に持ち込み着用する場合、使用する

海域や浮力等を考慮したうえで、安全基準に適合した救命胴衣を選び、日頃か

ら保守・点検を行うこと。 

(6) 遊漁船の乗組員等は、他船と接近していることに気付き、衝突を回避できな

い場合においても、釣り客に対し、船体への衝撃に備えるなど、被害を軽減す

る行動をとることができるよう、可能な限り、船内マイクなどを使用して注意

喚起を行うこと。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

 5.1.1 Ａ社及びＡ船運航会社により講じられた措置 

  Ａ社は、本事故後、Ａ船乗組員による安全会議を開催するとともに、所有船舶へ

本事故等の情報展開を実施した。 

  Ａ船運航会社は、本事故後、運航船舶の船長及び船舶所有者等に対し、小型船舶

との衝突防止について注意喚起文書を周知するとともに、船長ＡほかＡ船の乗組員

４人に対し、本事故の振り返りや事故事例の解説などの安全会議を開催し、安全指

導を実施した。 

 

 5.1.2 Ｂ社により講じられた措置 

  Ｂ社は、安全対策を取りまとめ、乗組員に対し、次の(1)～(3)の事項を厳守する

とともに、チェックリスト（遊漁船出港時及び発航前検査）による安全確認の励行、

転倒や落水等による怪我や事故の防止、海難が発生したときの対処、釣り場の選定

や漁場の制限などについての指導を定期的に実施し、釣行中の安全対応への知識の

修得と意識啓蒙を行うとともに、５Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）を

行うこととした。 

(1) 釣り場への往復、釣り場での移動などの航行中に、常時適切な見張りを行

う。 

(2) 漂泊又は錨泊中であっても見張りを行い、必要に応じて避航する。 

(3) (1)及び(2)ほか、衝突事故の特徴を把握のうえ、業務規程の内容を遵守し

利用者の安全の確保に努める。 
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5.1.3 茨城県農林水産部漁政課により講じられた措置 

茨城県農林水産部漁政課は、本事故を受け、令和２年１２月８日付で、「遊漁船

の海難防止に係る安全啓発について（通知）」と題する文書を、所管する漁業協同

組合代表理事組合長あて及び専業業者あてに、また、「遊漁船の安全確保の徹底に

ついて（通知）」と題する文書を、茨城県遊漁船協議会会長あてにそれぞれ発出

し、事故防止に係る安全啓発及び遊漁船利用者の安全確保に万全を期すよう指導の

徹底について周知した。 

 

５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

(1) 遊漁船の運航者は、乗組員を遊漁船の船長に従事させる際は、受有免許、出

港前作業及び操船の習熟度等を確認するとともに、特に夜間航行については、

自船位置の把握、他船の動向把握等が昼間よりも難しいことから、これらに関

する習熟度、経験等に応じたフォローアップを実施し、安全運航に努めること。 

(2) 鹿島港等を利用する小型船舶は、ウェブサイトによる鹿島港等の入出航船舶

情報及びアプリケーションソフトによるＡＩＳ搭載船の位置情報の閲覧等によ

って、鹿島港内等における大型船舶等の動向をあらかじめ確認し、僚船間で共

有することが望ましい。 

(3) 釣り客は、個人所有の救命胴衣を遊漁船に持ち込み着用する場合、使用する

海域や浮力等を考慮したうえで、安全基準に適合した救命胴衣を選び、日頃か

ら保守・点検を行うこと。 

(4) 遊漁船の乗組員等は、他船と接近していることに気付き、衝突を回避できな

い場合においても、釣り客に対し、船体への衝撃に備えるなど、被害を軽減す

る行動をとることができるよう、可能な限り、船内マイクなどを使用して注意

喚起を行うこと。 

 

運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止等に寄与でき

るよう、関係者に対し、本報告書を周知することにつき、日本内航海運組合総連合会、

水産庁資源管理部漁業調整課沿岸・遊漁室、茨城県農林水産部漁政課に協力を要請す

る。 
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付図１ 推定航行経路図（全体図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和２年１１月２８日  
０５時２２分ごろ発生） 

２号ブイ 

北海浜第２船だまり 

鹿島港第１号灯浮標 

Ａ船 

鹿島港南防波堤灯台 

鹿島港全域 

北海浜沖 

鹿島水路 

南防波堤 

Ｂ船 

北海浜第１船だまり 
北防波堤 

鹿島港第６号灯浮標 

外港船だまり 
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付図２ 推定航行経路図（拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号ブイ 

鹿島港第１号灯浮標 

Ａ船 

事故発生場所 
（令和２年１１月２８日  

０５時２２分ごろ発生） 

05:21 

鹿島港南防波堤灯台 

05:20 

05:19 

鹿島水路 

北海浜沖 

南防波堤 

05:18 

Ｂ船 


